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平成２８年版 県民活動白書（案）について 

 山口県県民活動促進条例第１４条（年次報告）の規定により、本県の県民活動の促進の

状況及び県民活動に関する施策について、毎年、県議会に報告し、公表するものであり、

その概要等は次のとおり。 

Ⅰ 今年度のポイント 

・「やまぐち社会貢献活動支援ネット」（愛称：あいかさねっと）の開設（平成２７年

１１月）による県民の社会貢献活動への参加促進の取組を掲載 

・県民活動団体へのアンケート調査等により、県民活動を把握するとともに、県、市町、

関係団体の取組を掲載 

・新たに調査した、団体の借入の状況や、やまぐち社会貢献活動支援ネットの認知度、

利用意向を掲載 

Ⅱ 構 成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 県民活動の現状と課題 

・「県民活動への参加状況」をはじめ、「県民活動団体の活動状況」や「県民活動支援拠

点（機関）の状況」、「ＮＰＯ法人の認証・認定状況」について、調査データを分析し

て掲載 

第２部 平成２７年度における県民活動関連施策（実績） 

・県、山口きらめき財団及び県民活動支援センターの平成２７年度県民活動関連施策の

実績について、事業の概要をわかりやすく一覧にまとめ、主な事業については抜粋し

て掲載 

第３部 平成２８年度における県民活動関連施策（計画） 

・県、山口きらめき財団及び県民活動支援センターの平成２８年度県民活動関連施策の

計画について、第２部と同様に掲載 

第４部 市町における取組 

・市町における条例・計画の状況や県民活動の概況・取組方針等について掲載 

 

（参考）県民活動に関するあゆみ掲載 

資料１ 
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Ⅲ 各部の概要 

第１部 県民活動の現状と課題 

◯ＮＰＯ法人数は、４３０法人（対前年度比３法人増）と毎年増加を続けているが、解

散法人数の影響等から横ばい傾向 

◯県・市民活動支援センターへの登録団体数は２，３３５団体（対前年度比７団体増）

となっており若干の増加 

  【県民活動団体数の推移】 

    区   分 Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

 ＮＰＯ法人   386   412 417 427 430 

県・市町民活動支援ｾﾝﾀｰ登録団体 2,211 2,338 2,359 2,328 2,335 

 

◯県民活動団体の課題は、「会員の高齢化」等の人材に関することが中心 

○会員数が３０人未満の団体が過半数 

○年間支出総額５０万円未満の団体が約４割超 

◯寄附金収入がある団体の８割以上が５０万円未満（団体の５割は寄附金収入なし） 

 

     【県民活動団体の課題】           【会 員 数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      【支 出 総 額】             【寄附金収入額】 

 

 

 

 

 

 

  

53.5 

50.3 

38.3 

36.7 

27.1 

22.6 

0 20 40 60

会員の高齢化

新規会員の獲得が困難

会員や運営スタッフの不足

指導者やリーダー

などの人材不足

活動資金の不足

活動時間の不足

(%)

1～9人

8.7%

10～29人

41.2%

30～49人

14.6%

50～99人

13.9%

100～299人

12.3%

300～999人

5.5%

1000人～

3.4%

無回答

0.5%

10万円未満

20.0%

10万円以上30万円未満

16.9%

30万円以上50万円未満

8.2%

50万円以上100万円未満

8.9%

100万円以上500万円未満

19.4%

500万円以上

24.6%

無回答

2.1%

１円～50万円未満

84.1%

50～100万円

7.2%

100～150万円

3.8%

150～200万円

2.9%
200万円以上

1.9%
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◯借入を行ったことがあると回答した団体は、約１５パーセントであり、団体の活動資

金の調達方法として、借入を行っている団体は少数 

◯借入を行ったことがある団体の借入先については、銀行が最も多く、次いで個人、政

府系金融機関の順となっており、個人からの借入が多い点が特徴的 

○やまぐち社会貢献活動支援ネットについては、「知っている」と回答した団体は約３

割で、そのうちの約半数が「サイトを見たことがある」と回答しており、認知度につ

いてはまだ十分ではないが、４割超の団体は利用したいと回答 

 

【借入の有無】               【借入先】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【やまぐち社会貢献活動支援ネットの認知度】   【やまぐち社会貢献活動支援ネットの利用意向】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借入あり
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無回答
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13.9%
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69.2%

無回答

1.8%

利用したい

42.8%
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等の理由から利用困難

5.2%

利用予定なし

48.3%

無回答

3.6%

47.8 

43.3 

32.8 

19.4 

3.0 

9.0 

0 20 40 60

銀行

個人

政府系金融機関

信用金庫

その他

無回答

(％)
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第２部 平成２７年度における県民活動関連施策（実績） 

［平成２７年度の主要な取組］ 

・やまぐち社会貢献活動支援ネットの開設（いきいき！社会貢献活動促進事業） 

県民の社会貢献活動への参加促進を図るため、平成２７年１１月、ボランティア希望

者とボランティア募集に関する情報をインターネットにより提供する「やまぐち社会貢

献活動支援ネット」を開設し、運用を開始した。 

さらに、愛称を募集し、平成２８年３月に「あいかさねっと」に決定した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［基本方針別事業例］ 

基本方針１：県民参加への理解と参加促進 

・いきいき!社会貢献活動促進事業 

インターネットを通じ、ボランティアの参加希望等の情報を提供する「やまぐ

ち社会貢献活動支援ネット」の整備・運用により、社会貢献活動への参加を促進 

基本方針２：県民活動団体の自立・持続的発展に向けた環境づくり 

・中山間地域元気創出応援事業 

企業、学生、県職員、一般県民等の外部人材を活用し、住民による地域課題の

解決等に向けた自主的・主体的な取組を支援 

基本方針３：県民活動団体と多様な主体との協働の推進 

・共生のまちづくり推進事業 

高齢者や障害者、妊産婦等すべての人がいきいきと活躍でき、市域で安心して

生活できるよう、様々な主体が協働する共生のまちづくりを推進 

基本方針４：「人材力」「県民力」の向上に向けた県民活動の一層の促進 

・地域スポーツ拠点育成推進事業 

地域のスポーツ拠点である総合型地域スポーツクラブの設立・育成や、生涯ス

ポーツの入り口であるスポーツ少年団活動の活性化に向けた取組を支援 
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第３部 平成２８年度における県民活動関連施策（計画） 

［基本方針別事業例］ 

基本方針１：県民参加への理解と参加促進 

・新シニアも応援！子育てサポーター事業 

高齢者や子育て経験者等を「子育てサポーター」として登録し、保育所や地域

の子育て支援活動における活用を促進 

基本方針２：県民活動団体の自立・持続的発展に向けた環境づくり 

・新ソーシャルビジネス創出支援事業 

交流会や支援セミナー、巡回相談会の開催、専門家派遣等による県民活動団体

等に対するソーシャルビジネスの事業化支援 

基本方針３：県民活動団体と多様な主体との協働の推進 

・拡動物愛護管理地域活動促進事業 

市町、獣医師会、動物愛護団体等と連携し、県内各地域における「地域猫活動」

の取組拡大を図るとともに、地域ネットワークの活用により犬猫の譲渡を促進 

基本方針４：「人材力」「県民力」の向上に向けた県民活動の一層の促進 

・新やまぐち元気生活圏形成加速化事業 

「地域の夢プラン」を作成した地域のうち、市町が「やまぐち元気生活圏」づ

くりに取り組む圏域を設定した地域を県が重点的に支援することにより、先進的

なモデル地域を創造 

 

第４部 市町における取組 

◯市町における県民活動に関する条例・計画の状況や活動概況、取組方針等を掲載 

◯県・市民活動支援センター等の県民活動支援拠点（機関）の取組を掲載
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平成２８年度県民活動促進関連事業について 

県民活動支援センターや山口きらめき財団等と連携し、県民活動の普及啓発や活動基盤

の強化、協働の推進等の事業を実施し、県民活動の一層の活発化を図る。 

 

１ 新やまぐち県民活動絆づくり推進事業（予算額：4,355千円） 

① 県民活動参加促進セミナーの開催 

全市町への市民活動支援センター設置に向け、県民活動への参加促進・気運醸成のた

めのセミナーを未設置市町で実施 

［開催地］下松市、長門市、平生町 

② 県民活動団体中核的人材育成研修の開催 

県民活動団体を担う中核的人材を育成するため、組織運営、経営管理、ファンドレイ

ズ等のマネジメント研修を実施 

③ 県民活動団体協働促進研修等の開催 

県民活動団体と多様な主体との協働による取組を促進するため、地域コーディネータ

ーの育成研修等を実施 

④ 県民活動の地域支援拠点支援力強化研修の開催 

地域の支援拠点である市民活動支援センター、市町及び中間支援団体等の支援力を強

化する研修等を実施 

 

２ 新ソーシャルビジネス創出支援事業（予算額： 5,000千円） 

詳細は別掲 

 

３ ＮＰＯ法人サポート融資事業（予算額： 32,776千円） 

［資 金 種 類］設備資金、運転資金、つなぎ資金 

［新規融資枠］１億円 

［融資限度額］５百万円／件 

［融 資 利 率］２％ 

 

４ 県民活動支援センター管理運営事業（予算額：25,225千円） 

［事 業 内 容］・県民活動に関する相談・助言、情報の収集・提供、研修、交流促進等 

・多様な主体との協働推進のためのコーディネート 

［指定管理者］ＮＰＯ法人やまぐち県民ネット２１ 

 

５ 県民活動パワーアップ事業（事業費：1,850千円） 

県、県民活動支援センター及び山口きらめき財団で構成する実行委員会が実施 

① 県民活動促進キャンペーンの実施 

県民活動促進期間（１０月１日～１１月３０日）を中心に、県民活動の拡がりと発展

を目的とするキャンペーンを実施 

・普及啓発用ポスター・リーフレットの作成・配布 

・新聞によるチャレンジやまぐち！地域貢献賞受賞団体の活動紹介 

② 県民活動推進フォーラムの開催 

資料２ 
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県民活動が直面する課題をテーマとして、県民活動の更なる活発化に向けたフォーラ

ムを開催 

［開催時期］１０月１１日（火） 

［開催場所］秋吉台国際芸術村 

※きらめきジョイントフォーラム（山口きらめき財団の「きらめき交流フェスタ」と

の合同開催イベント）として開催 

③ チャレンジやまぐち！地域貢献賞の授与 

特に優れた活動を行う県民活動団体・事業者を顕彰し、その活動を広く紹介 

［表彰時期］１０月１１日（火） 

［開催場所］秋吉台国際芸術村  

［表彰団体］５団体 

※きらめきジョイントフォーラムにおいて実施 

 

 

◆事業展開のイメージ ※１～５までの県事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民活動支援
センター

企業・大学等

市町
きらめき財団
等支援機関

県
◆社会貢献活動支援ネットの構築
◆人材の育成
◆協働の場づくり
◆ＮＰＯ法人サポート融資

県民活動支援センター

◆指定管理業務（相談・助言等）

県民活動団体の
基盤強化

協働による
地域の課題解決

ネットワーク

社会貢献活動への
参加促進

県民活動の促進

地域の絆を大切にした活力ある地域づくりの推進
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意見交換テーマ 

【テーマ１】 若い世代の県民活動への参加促進に向けた取組について 

県では、県民誰もが県民活動へ参加できるよう、県民活動に関する情報発信や普及啓

発等を行っているところですが、平成２７年に実施した県政世論調査の結果によると、

県民活動への参加経験があると回答した県民の割合は、全体では５６．６％であるのに

対し、年代別の２０代では３９．０％となっており、若い世代の県民活動への参加割合

は全体を大きく下回っています。 

県民活動の主要な担い手として期待される若い世代の参加促進は、県民活動の活発化

において重要な課題であると考えていますが、今後どのような取組が必要でしょうか。 

＜今年度の関連する取組＞ 

○県民活動促進期間（10・11月）における普及啓発 

・きらめきジョイントフォーラム（県民活動推進フォーラム）の開催 

・チャレンジやまぐち！地域貢献賞受賞団体の活動紹介 

・普及啓発ポスター・リーフレットの作成 

○やまぐち社会貢献活動支援ネット（あいかさねっと）の運用 

○山口県県民活動スーパーネットによる情報提供 

○「次世代（若者）」へのアプローチ（大学、高校への出前講座等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 
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［テーマ１関連データ］ 

１．県民活動への参加の状況・参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．県民活動をしたいと思わない理由（上位５項目） 

 

 

 

 

（平成27年度県政世論調査） 

 

３．やまぐち社会貢献活動支援ネットへの登録状況（H28.8.23現在） 

２８４件（個人２２２、団体５８、企業４） 

 

年 代 登録者数 構成比(%) 

１０代 １０ ４．５ 

２０代 ４２ １８．９ 

３０代 ３２ １４．５ 

４０代 ４４ １９．８ 

５０代 ５２ ２３．４ 

６０代 ２８ １２．６ 

７０歳以上 １４ ６．３ 

個人計 ２２２ １００．０ 

 

４．若い世代による県民活動の取組事例 

・団 体 名：ＹＵＳＡ（山口市） 

・団体概要：県下初の大学生による防犯ボランティア団体、設立１０年 

・活動内容：平川地区を中心とした防犯パトロール、駅駐輪場における放置自転車の

撤去、地元小学校における防犯訓練等 

56.6

57.0 

59.5 

64.8 

58.7 

47.6 

39.0 

39.0 

36.7 

37.9 

34.4 

40.4 

51.0 

58.4 

4.5

6.2 

2.7 

0.8 

0.9 

1.4 

2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

７０歳

以上

６０代

５０代

４０代

３０代

２０代

活動したことがある 活動したことがない 無回答

49.3

41.0 

50.1 

56.7 

60.1 

53.8 

51.9 

37.9 

39.8 

39.0 

35.6 

35.7 

40.6 

39.0 

12.8

19.3 

10.9 

7.7 

4.2 

5.6 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

７０歳

以上

６０代

５０代

４０代

３０代

２０代

したいと思う したいと思わない 無回答

健康や体力に
問題がある

活動する時間
がない

何をしてよい
かわからない

情報やきっか
けがない

したいことが
ない

２０代 0.0 66.7 53.3 40.0 20.0

３０代 15.5 51.7 27.6 32.8 22.4

４０代 19.7 55.3 28.9 15.8 23.7

５０代 23.9 55.7 33.0 22.7 11.4

６０代 45.1 36.0 21.7 16.6 16.6

７０歳以上 72.2 15.2 13.1 8.6 11.6

全体 42.8 37.4 23.5 17.5 15.7

10代

4.5%

20代

18.9%

30代

14.5%

40代

19.8%

50代

23.4%

60代

12.6%

70歳以上

6.3%
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【テーマ２】 市民活動支援センターの設置促進について 

県では、昨年１０月に「山口県まち・ひと・しごと創生総合戦略」（P.14～）を策定

し、地方創世の取組を進めています。この総合戦略の基本目標の１つ「持続可能で元気

な地域社会の形成」を達成するための施策の柱「安心して暮らせる地域づくり」におい

て、「県民活動の活発化による地域づくりの推進」を掲げ、その達成度を測る指標とし

て『地域の支援センターの設置市町数』※を置いています（P.22）。 

現在、９市において９つの市民活動支援センターが設置・運営されているところです

が、未設置市町における設置促進を図っていくためには、どういった取組・支援が必要

でしょうか。 

※現状値：９市→Ｈ３１年度目標値：１９市町 

＜今年度の関連する取組＞ 

・県民活動の地域支援拠点支援力強化講座の開催 

県民活動団体に対して、地域に密着したきめ細かい支援を行うため、市民活動支援セ

ンターや市町等の支援拠点の支援力を強化する研修等を実施 
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［テーマ２関連データ等］ 

１．市民活動支援センター未設置市町 

下松市、長門市、美祢市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施

町、平生町、阿武町（４市６町） 

 

２．市民活動支援センター設置市の状況 （９市 公設公営４ 公設民営４ 民設民営１） 

市 名 センターの名称 運営形態 設置年 

下関市 しものせき市民活動センター「ふくふくサポート」 ●公設公営 Ｈ１９ 

宇部市 宇部市民活動センター「青空」 ▲民設民営 Ｈ１３ 

山口市 山口市市民活動支援センター「さぽらんて」 ○公設民営 Ｈ１３ 

萩 市 萩市市民活動センター「結」 ○公設民営 Ｈ２１ 

防府市 防府市市民活動支援センター ○公設民営 Ｈ１５ 

岩国市 いわくに市民活動支援センター「ｻﾎﾟﾈｯﾄ・いわくに」 ○公設民営 Ｈ１２ 

光 市 光市地域づくり支援センター ●公設公営 Ｈ１９ 

柳井市 やない市民活動センター ●公設公営 Ｈ２４ 

周南市 周南市市民活動支援センター ●公設公営 Ｈ１３ 

 

３．市民活動支援センターの役割       ４．市民活動支援センターに期待 

に対する認識                する役割 

 

 

 

 

 

 

（平成 28年度県民活動団体の活動実態調査） 

 

５．市民活動支援センターの機能例 

①拠点機能：団体の活動拠点として、活動場所と設備等の提供 

②研修機能：団体運営についての講座等の開催 

③コーディネート機能：団体間の協働、行政との協働、企業との協働の仲介 

④相談機能：団体の活動や組織運営についての助言 

⑤情報提供機能：市民活動に役立つ情報の提供 

⑥ネットワーク機能：団体間の交流会の実施 

⑦人材育成・発掘機能：団体で活躍する人材の育成、発掘 

重要である

77.0%

重要とは思わない

19.4%

無回答

3.6%
36.0 

35.8 

30.5 

29.6 

26.0 

24.8 

17.1 

3.9 

9.6 

0 10 20 30 40

場所、機材等の提供

行政情報等の提供

県民活動への参加促進の

ための広報・普及活動

協働コーディネート

市町、企業等への働きかけ

研修・講座の開催

県民に対する体験の

場や機会の提供

その他

無回答

(％)
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【テーマ３】 ソーシャルビジネスの普及に向けた取組について 

県民活動団体等が、継続的・安定的に活動を実施していくためには、財政基盤の強化

が不可欠であり、そのためには、団体の一般的な収入である会費や寄付金等のほか、恒

常的に一定の収入を確保できる仕組みが必要となっています。 

こうした中、県では、昨年１２月、県民活動団体の財政基盤強化の一環として、まち

づくりや子育て、高齢者支援等の地域の課題解決に、ビジネスの手法を用いて取り組む

「ソーシャルビジネス（ＳＢ）」に着目し、ＳＢに取り組む団体を関係機関が支援するた

めのネットワーク「県民活動に係るやまぐちソーシャルビジネスサポートネットワーク」

の覚書を締結しました。 

また、本年度から新たに、「ソーシャルビジネス創出支援事業」を実施し、ＳＢの気運

醸成や創業を目指す者の掘り起こしのための交流会・セミナーの開催、創業に向けた個

別具体的な課題に対応するための巡回相談会や専門家の派遣に取り組むこととしていま

す。（※国の地方創生推進交付金事業に係る県の６月補正事業。今後、国の交付決定予定。） 

県民活動団体においては、まだ十分認知されていないなど課題がある中、今後、ＳＢ

をさらに普及していくため、どのような取組が必要でしょうか。 

＜今年度の関連する取組＞ 

○「県民活動に係るやまぐちソーシャルビジネスサポートネットワーク」による支援 

○ソーシャルビジネス創出支援事業 
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［テーマ３関連データ等］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 28年度県民活動団体の活動実態調査） 

 

３． ソーシャルビジネス創出支援事業の概要 

「県民活動に係るやまぐちソーシャルビジネスサポートネットワーク」(平成27年12

月構築)を活用し、やまぐち県民活動支援センターを中心にワンストップでソーシャルビ

ジネスの事業化を支援 

 ① 交流会・セミナーの開催 

ソーシャルビジネスの気運醸成や操業を目指す掘り起しのための交流会や、ソーシャ

ルビジネス創業等に必要な実践的な知識を習得するためのセミナーを開催 

 ② 巡回相談会・専門家派遣 

相談者の個別具体的な課題に対応するため、巡回相談の開催や専門家を派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．県民活動団体の主な収入源 

 

 

70.7 

26.6 

26.4 

24.5 

21.6 

19.3 

13.7 

13.7 

6.9 

4.2 

1.1 

0.5 

1.3 

66.5 

27.5 

26.7 

22.0 

19.8 

19.2 

16.5 

10.6 

6.2 

5.9 

0.9 

0.7 

0.2 

0 20 40 60 80

会費収入

市町からの補助金・助成金

個人からの寄附金

収益事業からの繰入金

行政からの業務委託

民間団体からの助成金

その他

県からの補助金・助成金

企業からの寄附金

収入はない

公的機関からの融資

民間からの融資

無回答

(%)

Ｈ２２ Ｈ２６

２．コミュニティ・ビジネス※への関心

（※基本的にＳＢと同義） 

 

 

 

 【ＳＢサポートネットワーク】 

Ｓ
Ｂ
創
業
等
を
希
望
す
る
県
民
活
動
団
体
等 

行政書士会 

税理士会 社会保険労務士会 

・交流会 

・セミナー 

やまぐち県民活動支援センター 

(ワンストップ窓口) 

日本政策金融公庫 ・
多
様
な
働
き
方
の
形
成 

・
団
体
の
財
政
基
盤
の
強
化 

・巡回相談会 

・専門家派遣 
② 

① ②

ＳＢ 

創業 
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○山口県県民活動審議会規則 

平成14年3月22日 

山口県規則第８号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、山口県県民活動促進条例(平成１４年山口県条例第４号)

第１５条第４項の規定に基づき、山口県県民活動審議会(以下「審議会」とい

う。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（任期） 

第２条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長) 

第３条 審議会に、会長及び副会長各一人を置き、委員の互選によってこれを

定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議) 

第４条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（庶務） 

第５条 審議会の庶務は、環境生活部県民生活課において処理する。 

（その他) 

第６条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

 


